
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者、個人を対象とした制度の
うち、申請締め切りが間近となっている制度を紹介します。申請忘れのないよう、
注意してください。

締め切りがあります！

◆ そのほか支援制度は
　町ホームページで。

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度

締め切り
2月28日㈰

対象経費　 アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーンなど
　※ 令和２年12月10日～令和３年２月26日に購入・設置、支払いが完了しているもの。

補助額　10万円

飲食店におけるパーテーション設置促進補助金締め切り
2月26日㈮ 問広島県パーテーション設置補助金事務局　☎546-1217

対象経費　①飛沫感染予防対策【例】パーテーション、フロアマーカーなど
　　　　　②接触感染予防対策【例】非接触体温計、サーモカメラ、セルフレジなど
　　　　　③換気による感染予防対策【例】換気扇、サーキュレーター
　　　　　④上記①～③の対策に関する設備の設置
　　　　　⑤上記の付け替えや買い替え
　※ 令和２年９月８日～令和３年２月26日に購入・設置、支払いが完了しているもの。

補助額　10万円

◆ 詳しくは広島県
ホームページで。

飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金締め切り
2月26日㈮ 問広島県飲食店新型コロナ対策補助金事務局　☎546-1211

支 給要件　（独）日本学生支援機構から学生支援緊急給付金の支給を受けた人で、本人また
は保護者が基準日（令和２年４月１日）において、町の住民基本台帳に登録されている人

支給額　１人につき３万円※対象者名義の金融機関口座に振り込み。

申 請方法　所定の申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて福祉課（役場２階⑧番窓
口）へ

問福祉課地域福祉係☎286-3162学生等の学びの継続支援給付金締め切り
３月31日㈬

◆ 詳しくは広島県
ホームページで。

◆ 詳しくは町ホ
ームページで。

事業者向け支援

個人・世帯向け支援

町からのお知らせ

支給要件【基本給付・再支給分】次のいずれかにあてはまる人
　　　　　①公的年金等を受給しているため、６月分の児童扶養手当が支給されていない
　　　　　 ② 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている
　　　　　【 追加給付】①または６月分の児童扶養手当が支給された人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響

で収入が大きく減少した

支給額　【基本給付・再支給分】  １世帯５万円　 ※ 第２子以降は、１人につき３万円。
　　　　【追加給付】１世帯５万円

申 請方法　申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて子育て支援課（役場２階④番窓口）へ

問子育て支援課こども家庭係☎286-3163ひとり親世帯臨時特別給付金

※ 飲食店におけるパーテーション設置促進補助金と飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策事業費
補助金は併用できます。
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　今までのライフスタイルを少し見直すだけで、無駄になっ
てしまうエネルギーを節約することができます。日常の身近
なことからウォームビズを始めてみませんか？

鍋でからだも室内もあたたかく

窓やドアに注目！
小物も使って快適に

運動と入浴の時間を大切に

３つの首（首・手首・足首）を
あたたかく

寝るときも首にタオルであたたかく。
ストールやひざ掛けも活用しよう。

冬が旬の食材、根菜類、生姜な
どを使ってからだの中から温ま
ろう。

家や職場で気軽にできる運動で体
温上昇！１日の終わりは入浴でか
らだもこころもポッカポカ。

断熱シートや厚手のカーテンで室内を
快適に♪寒いときは湯たんぽなども活
用しよう。

住
その他

point

point

point

point

衣

食

衣 食 住 のひと工夫で

あたたかく過ごそう！
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ 

Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ　

室
温
20
℃
で
快
適
に
過
ご
す
提
案

ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ ｢

賢
い
選
択｣

で
冬
を
快
適
に

問
環
境
課
環
境
保
全
係　

☎
２
８
６ｰ

３
２
４
４

　

ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
と
は
、
寒
い
季
節
で
も 

暖
房
に
頼
り
過
ぎ
な
い
で
快
適
に
過
ご
そ

う
と
い
う
取
り
組
み
で
す
。
寒
い
時
は
一

枚
多
く
着
る
、
温
か
い
も
の
を
飲
む
な

ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
エ
夫
で
、
室
温
20
度

（
目
安
）
で
快
適
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
、
暖
房

時
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
と
Ｃ
Ｏ
２
発
生

量
を
削
減
し
て
、
地
球
に
、
み
ん
な
に
、

や
さ
し
い
冬
に
し
ま
し
ょ
う
。

未来のために、今選ぼう
COOL  CHOICE（クールチョイス）

消灯、温度設定、節水など普段の行動
や、クルマ、家電、住宅などの身の回
りのものを選ぶとき、これから目線
で選んでみませんか？日常の選択の
積み重ねが、大きな変化につながり
ます。ますます重要になってくる、ひ
とりひとりの選び方。この矢印が、地
球温暖化対策につながる賢い選択の
ヒントです。

町
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の
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知
ら
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の
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だ
い
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告申
申告期間　２月16日㈫～３月15日㈪
(個人事業者の消費税・地方消費税は３月31日㈬まで)
※例年、申告期間前半に相談・受付が集中し混み合います。

※土曜日・日曜日・祝日を除きます。

所得税
町・県民税の

■
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

　
　
　

問 

海
田
税
務
署

　
　
　
　
　

☎
８
２
３
‐
２
１
３
１

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確

定
申
告
は
、
前
年
の
１
月
１
日
〜
12
月
31

日
の
所
得
金
額
と
税
額
を
計
算
し
、
源
泉

徴
収
や
予
定
納
税
で
納
め
た
税
額
を
精
算

す
る
手
続
き
で
す
。

確
定
申
告
が
必
要
な
人

① 

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
で
、
１

年
間
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所
得
控

除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

② 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
給
与
の
年
収
が
２
千

万
円
を
超
え
る
人
や
、
２
か
所
以
上
か

ら
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
人
、
給
与
以

外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
人
な
ど

確
定
申
告
す
る
こ
と
で
税
金
が
戻
る
人

　
次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る

場
合
、
確
定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

① 

年
の
途
中
で
退
職
し
、
年
末
調
整
を
受

け
な
か
っ
た
人

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
人

④ 

マ
イ
ホ
ー
ム
を
住
宅
ロ
ー
ン
で
購
入
し
た
人

公
的
年
金
所
得
者
の
確
定
申
告
不
要
制
度

　

次
の
対
象
に
あ
て
は
ま
る
人
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
は
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
に
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

対 
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
、
か
つ
公
的
年
金
等
に
係
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以

下
の
人

※ 

こ
の
制
度
に
あ
て
は
ま
る
場
合
で
も
、

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
が
あ
る
人
・
社
会
保
険
料
等
の
控
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、
町
・
県
民

税
（
住
民
税
）
の
申
告
が
必
要
で
す
。

注
意
事
項

【
各
会
場
で
の
受
付
方
法
】

　

◆
海
田
税
務
署
確
定
申
告
会
場

　
　
入
場
に
、
入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。

　
　

 

入
場
整
理
券
の
入
手
方
法

　
　

・ 

当
日
会
場
で
受
け
取
り
（
枚
数
制
限
あ
り
）

　
　

・ 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前

発
行

口
座
振
替
の
利
用

　

納
付
に
は
安
心
・
便
利
・
確
実
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振

替
の
申
し
込
み
は
、
納
期
限
ま
で
に

「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
兼
納
付
書
送

付
依
頼
書
」
を
税
務
署
ま
た
は
金
融
機

関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

す
で
に
口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る

場
合
は
、
新
た
に
提
出
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

◆
府
中
町
役
場

　

 　
電
話
で
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
予
約
を
し

て
い
な
い
場
合
は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

　
　
　

☎
５
０
０
‐
９
２
７
２

　
　

予
約
受
付
期
間
※
土
日
祝
を
除
く
。

　
　
　

２
月
８
日
㈪
〜
３
月
15
日
㈪

　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

自
宅
で
申
告
書
の
作
成

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
画
面
の
案
内
に

従
っ
て
入
力
す
る
と
、
自
動
計
算
さ
れ
、

所
得
税
、
消
費
税
、
贈
与
税
の
申
告
書
や

青
色
申
告
決
算
書
等
を
作
成
で
き
ま
す
。

作
成
し
た
デ
ー
タ
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
、
ま
た
は
印
刷
し
た
申
告
書

を
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

※ 

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
必
要
な
電
子
証
明
書
の

有
効
期
間
の
確
認
も
お
忘
れ
な
く
。

◆ 

ス
マ
ホ
×
確
定
申
告

　

「
ス
マ
ー
ト
申
告
」
利
用
方
法

 　

 　
税
務
署
で
職
員
と
対
面
に
よ
る
本
人

確
認
を
行
っ
た
後
で
発
行
さ
れ
る
、
Ｉ

Ｄ（
利
用
者
識
別
番
号
）と
パ
ス
ワ
ー
ド

（
暗
証
番
号
）
が
必
要
で
す
。
発
行
を
希

望
す
る
人
は
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
本

人
確
認
書
類
を
持
っ
て
、
海
田
税
務
署

に
来
て
く
だ
さ
い
。

スマホやパソコンを使って

 ※ 国税庁LINE公式ア
カウントの友だち
追加が必要です。

注

　

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
各
会
場
で

の
受
付
方
法
が
変
更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※ 

町
・
県
民
税
の
申
告
は
、
郵
送
で
の
提

出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
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■
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）

　
　
　

問
税
務
課
町
民
税
係

　
　
　
　
　

☎
２
８
６
‐
３
１
４
３

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
や
、
給

与
所
得
の
み
で
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人
は
、
申
告
は

不
要
で
す
。

　

ま
た
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
不
要
で

も
、
町
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
町
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
と

町
・
県
民
税
が
少
な
く
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

　

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
府
中
町
に

住
民
登
録
が
あ
り
、
令
和
２
年
中
に
所
得

が
あ
っ
た
、
公
的
年
金
所
得
者
の
確
定
申

告
不
要
制
度
に
あ
て
は
ま
る
人
（
６
ペ
ー

ジ
参
照
）
で
、
次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に

あ
て
は
ま
る
人
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

① 

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
が
あ
る
人

② 

社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
医
療
費
、

扶
養
控
除
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

※ 

前
年
中
の
収
入
が
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
の｢

住
民
税
課
税
台
帳
記
載
事

項
証
明
書｣

が
必
要
な
人
、
福
祉
医
療

な
ど
の
受
給
要
件
や
各
種
減
免
申
請
等

に
所
得
審
査
が
あ
る
人
も
、
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

府中町役場での申告相談・受付（予約制）

※ 庁舎の管理上、午前８時以前の来場はご遠慮ください。
※ 駐車場には限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。

　府中町役場での確定申告の相談受付は、住民サービスの観点
から広島国税局長の許可を得て実施しているものです。会場に
は税務署の職員は不在のため、国税に関する特殊な事例につい
ての質問・相談は受け付けできませんのでご了承ください。

場　　所　海田税務署(海田町大正町１-13）
　　　　　ＮＴＴクレドホール(基町クレド･パセーラ11階）
受付時間　（平日のみ）午前８時30分～午後４時
相談時間　（平日のみ）午前９時～午後５時

場　　所　４階　大会議室
相談時間　（平日のみ）午前８時30分～正午、
　　　　　　　　　　  午後１時～５時

府中町役場で受付できない申告
【税務署での申告相談を】

 ❶青色・分離・損失・修正申告❷事業（営業等・農
業）所得❸不動産所得（申告初年度のもの・収支内
訳書の未完成のもの）❹譲渡所得（株・土地・建物
の売却）❺源泉徴収票のない給与・年金等所得❻
特殊な控除（雑損控除・住宅借入金特別控除等）
❼令和元（平成31）年分以前の確定申告

！

確定申告会場
申 告に必要なもの
 ❶印鑑（朱肉を使うもの）
❷所得金額がわかる書類（源泉徴収票など）
❸ 不動産所得のある人は収支内訳書
　※前年のものを参考に記載しておいてください。
❹ 控除を受けるための証明書（医療費の明細書・社会
保険料の領収書・支払証明書・生命保険料等の控除
証明書など）
　※ 医療費控除は領収書の添付が不要になり、明細書
の提出が必要になりました。

❺ 申告者本人名義の預貯金口座の口座番号がわかるもの
❻ マイナンバーカード（顔写真付き）か、マイナン
バー通知カードと本人確認書類※本人確認書類は、
顔写真付きであれば１点（運転免許証等）、顔写真
付きでないものは２点（保険証と通帳等）必要です。
◆ 前年分の申告書の控えがある人はお持ちください。
手続きが早く終わります。

所得税、町・県民税の申告

各会場の受付方法は６ページでご確認ください。

① 給与所得控除、公的年金等控除、基礎控
除の見直し
　内 給与所得控除・公的年金等控除の控除額が

10万円引き下げ、基礎控除の控除額が10万
円引き上げ

　※ 給与収入が850万円を超える場合の控除上限
額は195万円、公的年金等収入が1000万円を
超える場合の控除上限額は195万５千円。

　※ 給与収入が850万円以下、または公的年金
等収入が1000万円以下かつそれ以外の合
計所得が1000万円以下の人は、税額への
影響はありません。

◆ 詳しくは町ホームページをご覧ください。

② 均等割・所得割などの非課税措置、扶養親
族等所得要件の見直し

　内 ①の見直しにより、税負担が生じないよう、
町・県民税の非課税基準を10万円引き上げると
ともに扶養親族等所得要件が見直されます。

③未婚のひとり親に税制上の措置
　対 婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計を一

にする子（総所得金額等が48万円以下）が
いる単身者（合計所得金額が500万円以下）

ココが変わります！

令和３年度 主な税制改正内容
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令
和
２
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
に
納
付
し
た
、
国
民
健

康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
・
国

民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
、
所
得
税
、

町
・
県
民
税
で
申
告
で
き
ま
す
。
控
除
対
象
額
（
納
付
額
）

を
次
の
と
お
り
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　2月1日㈪から、スマホ決済アプリ
（PayPay、LINE Pay）を利用して町税の
納付ができます。ぜひご利用ください。

PayPay、LINE Payで

対 象税目　町県民税（普通徴収）、固定資
産税、国民健康保険税、軽自動車税

問税務課収納係　☎286-3142

町ホームページ

さ
れ
て
い
ま
す
。

口 
座
振
替
の
場
合　

　

 
通
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
令
和

２
年
中
の
振
替
金
額
を
合
計
し
て

く
だ
さ
い
。

 

領
収
書
等
の
紛
失
や
納
付
額
が
不

明
の
場
合

国
民
健
康
保
険
税･

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料･

介
護
保
険
料

年 

金
か
ら
天
引
き
の
場
合　

　

 

日
本
年
金
機
構
等
か
ら
送
付
さ

れ
る
、｢

源
泉
徴
収
票｣

に
記
載

 　
【
後 

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
】

　
　
保
険
年
金
課
年
金
福
祉
医
療
係

　
　
（
役
場
２
階 

⑩
番
窓
口
）

　

 

☎
２
８
６-

３
１
５
４

　
【
介 

護
保
険
料
】

　
　

高
齢
介
護
課
介
護
保
険
係

　
　
（
役
場
２
階 

⑪
番
窓
口
）

　

 

☎
２
８
６-

３
２
３
５

国
民
年
金
保
険
料

　

納
付
額
は
、｢

社
会
保
険
料(

国

民
年
金
保
険
料)

控
除
証
明
書｣

な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
申

告
の
際
は
、
証
明
書
な
ど
を
添
付

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

 

納
付
方
法
に
関
わ
ら
ず
、
次
の

窓
口
で｢

納
付
記
録｣

を
発
行
で

き
ま
す
。

 　
【
国 

民
健
康
保
険
税
】

　
　

税
務
課
収
納
係

　
　
（
役
場
４
階 

①
番
窓
口)

 

☎
２
８
６-

３
１
４
２

　

証
明
書
が
届
い
て
い
な
い
場
合

や
紛
失
し
た
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
の
わ

か
る
も
の
を
ご
用
意
の
う
え
、
次

の
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
】

　
（
有
料
・
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル)

　

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

０
０
４

　
（
IP 

☎
０
３-

６
６
３
０-

２
５
２
５)

　

月
〜
金
曜
日

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

　

第
２
土
曜
日

　
　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

※ 

祝
日
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。（
第

２
土
曜
日
は
除
く
）

　令和２年１月～12月に受け取った年金
の源泉徴収票は、１月中旬～下旬に日本
年金機構から送付されています。紛失し
た場合は、｢ねんきんダイヤル｣へ再交付
の申し出をしてください。
※ 年金証書などに記載された基礎年金番
号が必要です。
ねんきんダイヤル(有料)
　☎0570-05-1165 (IP☎03-6700-1165)
　月曜日　午前８時30分～午後７時
　火 ～金曜日
　　午前８時30分～午後５時15分
　第２土曜日
　　午前９時30分～午後4時
※ 祝日は利用できません。
　（第２土曜日は除く）
※ 月曜日が祝日の場合は、火曜日の受付
時間が午後７時まで延長されます。

厚生年金・国民年金の
源泉徴収票の再交付

所得税、町・県民税の申告

納税できます！

※バーコードのついた納付書が対象です。
※領収書は発行されません。
※ 軽自動車税の車検用納税証明書が必要
な人は、税務課収納係（役場４階）に
来てください。

２月１日㈪から

利 用方法　町ホームページ、各決済方法
（PayPay、LINE Pay）の公式ホームペー
ジ、または税務課で配布しているチラシ
をご覧ください。

LINE Pay
公式ホームページ

Pay Pay
公式ホームページ
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